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１． は じ め に

食品や農産物に γ 線や電子線などの放射線
を照射する技術を食品照射と呼ぶ。X線を照射

すると微生物が死ぬことはX線が発見されて

間もない１９００年頃には知られており，また

１９４０年頃には根菜類に放射線を照射すると発

芽を防止できることが知られていたが，当時は

放射性同位元素の製造技術や放射線発生装置が

開発されておらず，実用規模で食品に放射線を

照射することはできなかった。１９４０年代の原

子炉技術の進展に伴う６０Co などの放射性核種の

人工的な製造が可能になったこと及び電子加速

装置の開発により，食品の放射線照射が実用的

な技術となった。１９５２年に馬鈴薯の発芽抑制

に関するアメリカの成果が報告されたのを契機

に，我が国も含めた世界各国で食品に放射線を

照射する研究が活発に行われるようになった。

我が国では１９７４年の馬鈴薯照射以降実用化に

ついて進展がないが，海外では香辛料の放射線

殺菌を中心に食品照射が実用化されている。

２． 食品照射の特徴

食品照射は次のような利点を有している。

（１）放射線は均一に食品の中を透過するので，

食品を均一に処理することが可能であり，厚み

のある食品の処理にも利用できる。また，わず

かな隙間や複雑な形状を有する食品でも高い信

頼性を持って殺菌などができる。

（２）放射線照射による温度上昇はわずかであり，

加熱できない食品の殺菌，殺虫などに適してい

る。すなわち，生鮮物，冷蔵品，冷凍品の処理

が可能である。

（３）放射線照射は化学薬剤などを使用しない物

理的処理であり，薬剤による汚染や残留の問題

がない。

（４）放射線は透過力が優れているために対象と

なる食品を包装してから処理できる。したがっ

て，包装してから食品を放射線殺菌，殺虫する

ことにより，開封しないかぎり照射した食品の

微生物や害虫による再汚染を防ぐことができる。

このような長所に対して，放射線照射に伴い

異臭が発生する，品質劣化を導く酵素を失活で

きない，などの問題もあり，食品照射の長所，

短所を理解したうえで，個々の品目に適した照

射条件で処理することが重要である。

３． 照射食品の安全性

食品照射に利用される放射線は，６０Co 及び
１３７Cs の γ 線，エネルギーが１０００万電子ボル
ト（１０MeV）以下の電子線，エネルギーが５００万

電子ボルト（５MeV）以下のX線に限られている。

これは，放射線を照射した食品の中に放射能が
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誘導されるのを防ぐためであり，上記の放射線

を使用するかぎり，放射線を照射した食品が放

射能を帯びる心配はなく，したがって，照射食

品を食べても被曝することはない。

照射食品については，誘導放射能に関する懸

念がないとはいえ，人類の長年の食経験がない

ため，安全性については徹底的に科学的な検討

を行う必要がある。照射食品が人間の健康に及

ぼす影響については，安全性よりも広い概念の

健全性が検討されている。健全性とは，毒性学

的安全性，微生物学的安全性，栄養学的適格性

の３項目を総合した概念である。照射食品の急

性毒性，慢性毒性，発がん性，遺伝毒性，細胞

毒性，催奇形性，変異原性などの毒性について

検討するとともに，食品を汚染している微生物

が突然変異を起こして毒性や毒素生産能を増す

ことがないか，栄養素の破壊が起こらないか，

アレルゲンにならないかなどについても調べる

必要がある。

３・１ 国際的な健全性評価の歴史

照射食品の健全性試験は，１９５０年代にアメ

リカとイギリスで開始され，その後，各国で実

施された。また，国際プロジェクトや国際会議

が開催され，長い年月をかけて得られた膨大な

試験結果に基づいて，照射食品の健全性が検討

されてきた（表１）。

国連食糧農業機関（FAO）と国際原子力機関

（IAEA）は，世界保健機関（WHO）の助言に従

い，１９７０年に国際食品照射プロジェクト（IFIP）

を開始した。IFIP は，各国における動物試験

の経費の節減に役立たせるために，世界中で行

われている１０kGy以下の線量を照射した食品

を対象とした種々の動物試験に対して，統一性

を持たせるとともに，動物試験に関する情報交

換の場を設けた。また，IFIP は，照射食品の

安全性に関する独自の委託試験も行った。その

結果，照射食品が有害であるという証拠は何も

観察することができなかった。このプロジェク

トは，１０kGy以下の線量を照射した食品の健

全性を明らかにして，１９８１年に終了した。IFIP

と並行して，各国で独自に，照射食品の健全性

を検討するためのプロジェクトが実施され，多

くの試験研究が行われ，データが蓄積された。

これらの情報に基づいて，１９８０年にジュネ

ーブで開催されたFAO/IAEA/WHO合同の照

射食品の健全性に関する専門家委員会（JECFI）

は，「平均線量が１０kGy以下の放射線を照射

したいかなる食品も毒性を示すことはなく，し

たがって，１０kGy以下に照射した食品の毒性

試験はこれ以上行う必要がない。更に，１０kGy

以下の平均線量を照射した食品は，特別の栄養

学的な問題や微生物学的な問題もない。」とい

う結論を出した。この勧告を受けて，１９８３年

にFAO/WHO国際食品規格委員会（Codex 委

員会）は，食品に１０kGy以下の線量の放射線を

適切に照射して国際間で流通させるための基本

的な規格として，「照射食品に関する国際一般

規格」と「食品照射実施に関する国際規範」を

作成した。これらが照射食品と食品照射実施の

国際的なルールの基本となっている。

ところで，このように国際機関が１０kGy以

下の照射食品の健全性を認めたのは，１０kGy

を超える照射食品の健全性に疑念が持たれたた

めではない。当時１０kGyを超える照射食品の

必要性が想定されておらず，そのような高線量

照射した食品の健全性は評価の対象外としてい

たために，１０kGyを超える照射食品に関する

十分なデータが得られていなかったからである。

このような国際機関，各国政府における照射

食品の健全性に対する評価にもかかわらず，各

国で照射食品に対する不安や反対運動があった

ため，WHOは１９９４年に照射食品の健全性に

ついて再評価し，問題のないことを再確認した。

この結果については，WHOから“Safety and

Nutritional Adequacy of Irradiated Food”と

いう本の形で公式の見解として公表され，その

日本語訳版が「照射食品の安全性と栄養適性」

（コープ出版）として出版された１）。

更に，１９９７年９月にはWHOの専門家委員会
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が１０kGy以上照射した食品の健全性について

も問題がないという見解を出しており，この結

果に基づいて，２００３年に国際食品規格（Codex）

の関連文書の改訂が行われ，原則としては照射

食品の平均線量の上限は１０kGyとするが，香

辛料や病人食の滅菌のように技術的な必要性の

ある場合には１０kGyを超える照射も認めるこ

とになった。

このような評価の中で，国際的に疑念を持た

れている問題も取り上げられている。例えば，

照射小麦を摂取すると異常な染色体が増加する

というインドの報告により照射食品の安全性に

ついて疑問が投げかけられたが，我が国をはじ

め数か国で追試が行われ，このような問題のな

いことが明らかにされた。また，最近，照射さ

れた脂質から生成するアルキルシクロブタノン

がDNAを傷つけることがドイツでの研究で明

らかになり，照射した鶏肉や畜肉の安全性に疑

問が投げかけられている。これはDNAコメッ

トアッセイという方法でDNAの損傷を観察す

表１ 照射食品の健全性評価と規制に関する国際的な動き
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ることにより明らかになったものであるが，一

般に化学物質の変異原性を調べるために用いら

れるエームス試験では，このようなアルキルシ

クロブタノンの毒性は観察されない。また，ラ

ットを用いた試験により，非常に高濃度のアル

キルシクロブタンは，それ自身が発がん物質と

して働くことはないが，アゾキシメタンのよう

な化学物質による大腸癌の発生を促進するプロ

モーター活性を有する可能性のあることが示唆

されている。アメリカで行われた５９kGy照射

した鶏肉の大規模な動物試験においては遺伝毒

性等の毒性は認められなかった。コメットアッ

セイによるDNA損傷や発がんプロモーター活

性は，鶏肉を５９kGy照射した時の生成量より

もはるかに高い濃度のアルキルシクロブタノン

を投与した時に観察されたものである。これら

の結果を総合的に考慮して，WHO等の機関は，

アルキルシクロブタノンの毒性が実際に問題に

なることはないと判断している。

３・２ 我が国における健全性評価

１９６７年に原子力委員会は，食品照射をナシ

ョナルプロジェクトとしての原子力特定総合研

究に指定し研究開発を開始した。本プロジェク

トでは，馬鈴薯（発芽抑制），タマネギ（発芽

抑制），米（殺虫），小麦（殺虫），ウインナソ

ーセージ（殺菌），水産練り製品（殺菌），ミカ

ン（表面殺菌）の７品目が取り上げられ，国公

立研究機関，大学等が分担して健全性，照射効

果，照射技術について研究が行われた。その結

果，１９７２年の照射馬鈴薯の健全性から始まり，

食品照射ナショナルプロジェクトが終了する

１９８８年までに順次７品目の試験研究結果が原

子力委員会に報告された。いずれも放射線照射

の有効性とともに照射食品の健全性を示すもの

であった。この結果に基づいて，１９７２年に馬

鈴薯の γ 線照射が許可されて，１９７４年１月か
ら北海道の士幌町農業協同組合で馬鈴薯の照射

が実施されている。

更に，国際的に疑問が投げかけられている問

題について再検討するとともに新しい評価手法

で照射食品の健全性を評価することが必要であ

るとの認識から，１９８６年から１９９１年までの６

年間，日本アイソトープ協会に「食品照射研究

委員会」を設けて，誘導放射能，食品成分の変

化，変異原性，微生物学的安全性，アレルゲン

の可能性について，最新の手法を用いて再試験

を行った。その結果においても，照射食品の健

全性に問題のないことが確認された２）。

４． 照射食品の検知と表示

照射食品を検知する技術は，我が国も参加し

たFAO/IAEAの国際研究プロジェクト（１９９０－

１９９４）及びEUでの研究プロジェクト（１９９０－

１９９３）において開発が進められ，有望な方法に

ついてプロトコールが作成され，その妥当性確

認試験が実施された。これらの成果に基づき，

ヨーロッパ標準分析法では，ヨーロッパ標準委

員会が五つの標準分析法（ESR法２種，TL法，

化学分析法２種）を１９９６年に制定するととも

に，その後２００３年までにこれら分析法の改定

を行ったほか新たな分析方法を追加（２００４年

までに計１０種類の分析方法を採択）している。

また，コーデックス委員会は，化学分析法（２－

アルキルシクロブタノン法，及び炭化水素法）

TL法及び光励起発光（PSL）法，骨含有食品，

セルロース含有食品，結晶糖含有食品を対象と

したESR法３種，DNAコメットアッセイ法，

DEFT/APC法（総菌数と生菌数の比を指標と

する方法）の９分析法をコーデックス標準分析

法として採択している（表２）３）。

我が国では，公的研究機関や大学等において，

化学分析法，ESR法，TL法，PSL 法，DNAコ

メットアッセイ法などについて研究開発が進め

られた。また，これらの機関で，TL法や ESR法

を用いた依頼分析を実施している。以上のよう

に，実用的な検知技術はすでに確立されている。

照射食品の検知技術は適切な表示を実施させ

るためのものであり，照射の有無を正確に判断

することが役割であり，線量推定をする必要は
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ない。照射食品が正確に表示されれば，その履

歴等は，トレーサビリティ（照射・流通の記録

の記帳と保存により，照射施設や線量がわかる

ようにすること）のシステムを確立することに

より，知ることができる。

照射食品に関するコーデックス規格では，出

荷書類に照射の事実を記載すること，最終消費

者に対しバラ積みで販売される食品の場合，売

り場において食品名と照射されている旨を食品

が入っている容器に表示するように定めている。

また，包装食品の表示に関するコーデックス規

格では，照射食品は言葉を用いて表示するよう

に定められている。

５． 食品照射の利用

食品照射は発芽抑制のみならず，殺菌，殺虫，

果実の成熟遅延などに有用な技術である。

５・１ 香辛料及び乾燥野菜の殺菌

香辛料や乾燥野菜は微生物による汚染がはげ

しく，１gあたり１０万から１００万個以上の微

生物で汚染されている。これらの微生物の多く

は細菌の胞子であり，加熱しても死滅しにくく，

殺菌処理を施していない香辛料や乾燥野菜を使

用して食品を製造すると，加工食品の腐敗の原

因となる。したがって，香辛料や乾燥野菜の殺

菌は食品衛生上非常に重要な課題である。香辛

料や乾燥野菜を加熱殺菌するとフレーバーや色

の変化が起こる。エチレンオキサイドガス

（EOG）によるガス殺菌は，EOGが食品中に残

留するとエチルクロロヒドリンなどの発がん物

質を生成するので，我が国では，食品へのEOG

の使用が法律で禁止されており，過熱水蒸気を

用いて香辛料や乾燥野菜が殺菌されている。放

射線照射は，EOGによるガス殺菌，過熱水蒸

気殺菌などと比較して，殺菌効果が大きくて香

辛料や乾燥野菜の品質に及ぼす影響が小さいた

めに，香辛料の殺菌法として優れている。５～

１０kGyの放射線を照射すると香辛料や乾燥野

菜のフレーバーや色に悪影響を及ぼすことなく，

食品衛生上許容できるレベルにまで微生物数を

減少できる。

表２ ヨーロッパ標準法（CEN standards）と Codex 標準分析法
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 スウェーデン

太字網かけは実用化国

このようなメリットのため，最も多くの国で

実用化されている食品照射は香辛料や乾燥野菜

の殺菌である。香辛料，乾燥野菜，ハーブの放

射線照射は，４８か国で許可され，２９か国で実

用化されている（表３）。

５・２ 食中毒防止のための食鳥肉及び畜肉の

殺菌

アメリカなどで注目されているのは，食中毒

菌の殺菌を目的とした食鳥肉や畜肉の照射であ

る。アメリカを中心に，肉類を汚染している食

中毒菌に対する放射線の殺菌効果について詳し

く検討されており，例えば，牛肉，羊肉，豚肉，

七面鳥肉，鶏肉に接種した病原菌のD１０値は，

大腸菌が０．２９―０．３０kGy，リステリア菌が０．４５

―０．５０kGy，サルモネラ菌が０．５１―０．７１kGy，

黄色ブドウ球菌が０．４０―０．４６kGyであり，い

ずれの病原菌も低線量の照射で殺菌できること

が明らかにされている。これらの病原菌で汚染

されている鶏肉や畜肉は２―３kGy の照射で殺

表３ 香辛料，乾燥野菜，ハーブの照射の許可・実用化
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菌可能である。また，大腸菌O１５７：H７を接

種した牛挽肉を１．５kGy照射すると，その後

３５℃で貯蔵してもベロ毒素は生産されない。

サルモネラ菌の殺菌を目的とした食鳥肉の放

射線照射は長年の歴史があり，アメリカだけで

なく，オランダ，フランス，南アフリカなどで

も実施されている。フランスでは食鳥肉を凍結

した状態で電子線を照射してサルモネラ菌を殺

菌している。

一方，畜肉の照射については，FDAが１９９７

年に牛肉，豚肉，ラム肉などの赤身肉（red

meat）の照射の許可を行った。更に２年後の

１９９９年に米国農務省食品安全検査局（USDA/

FSIS）の赤身肉の照射に関する最終的な規制

案が成立し，２０００年２月に施行され，牛肉の

照射を実施することが法的に可能となった。こ

の規制には，最高線量（冷蔵肉４．５kGy，冷凍

肉７．０kGy），表示義務，照射をHACCPのシ

ステムの一部として組み入れることなどが盛り

込まれている。これらの許可を受けて２０００年

３月にフロリダにある γ 線照射施設で照射した

冷凍ハンバーガー用パテの製造が開始され，そ

の後電子線を用いた照射も行われている。

５・３ 臭化メチル燻蒸の代替技術としての放

射線殺虫

穀物，果実などの農産物の殺虫に広く使用さ

れている臭化メチルは，オゾン層を破壊すると

の理由により，原則として，先進国では２００５年，

途上国では２０１５年に使用禁止となっている。

しかし臭化メチルに代わる有効な殺虫技術が開

発されていないため，植物検疫処理を目的とし

た臭化メチルの使用は例外的に禁止措置の対象

から外されている。代替技術がなく産業的に問

題が生じる場合には，臭化メチルの不可欠用途

としてその使用が認められているからである。

たとえ植物検疫処理であってもオゾン層を破

壊する臭化メチルは使用しない方が好ましく，

臭化メチル燻蒸の代替技術の開発が急がれてい

る。ところで，衛生植物検疫措置の適用に関す

る協定（SPS協定）により，輸入国に生息し

ている害虫は植物検疫害虫とは見なされず，こ

のような害虫の駆除は植物検疫処理ではなく単

なる殺虫処理と定義されることになる。すなわ

ち，日本国内に生息しているコクゾウ，コクヌ

ストモドキ，ノシメマダラメイガのような害虫

は植物検疫対象とはならず，これらの害虫を駆

除するための穀物の殺虫処理は植物検疫処理と

は定義されないため，コクゾウやコクヌストモ

ドキなどで汚染されている穀物は臭化メチル燻

蒸による殺虫はできない。

臭化メチル代替の最も有効な薬剤はホスフィ

ン（リン化水素）であるが，ホスフィンを使用

するとホスフィン抵抗性害虫が出現するので，

長期的展望のもと，ホスフィンを使用すること

は好ましくない。薬剤燻蒸の代替の殺虫技術の

一つが放射線照射である。

臭化メチル使用禁止の動きに呼応して，FAO/

IAEAは１９９２―１９９５年 及 び１９９８―２００２年 の

期間に二つの国際プロジェクトを実施して，植

物防疫のための放射線利用技術の開発を行った。

従来の放射線殺虫研究は，害虫として貯穀害虫

とミバエ，食品として穀物，果実を対象として

おり，アブラムシ，ダニ，カイガラムシ，アザ

ミウマなどの害虫や切り花などの放射線感受性

（抵抗性）に関する研究はほとんど行われてい

なかった。そのため，これらの多様な害虫と農

産物に関するデータを蓄積するために行われた

のがこの二つの国際プロジェクトである。これ

らのプロジェクトの参加者を中心に，各国でも

研究が実施され，蓄積されたデータに基づ

き，２００３年４月に植物防疫基準化暫定委員会

（Interim Commission on Phytosanitary Meas-

ures, ICPM）は放射線照射を植物防疫処理と

して利用するための基準（Guidelines for the

Use of Irradiation as a Phytosanitary Meas-

ure）を採択し，国際植物防疫条約（International

Plant Protection Convention）の International

Standards for Phytosanitary Measures（ISPM）

No．１８として収録した（表４）。このことによ
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り，放射線照射は国際的に認知された植物防疫

処理となった。

アメリカでは，２０００年にハワイ島のHilo に

X線照射施設を建設し，Hawaii Pride 社がパパ

イヤなどの熱帯果実を照射して害虫の不妊化を

し，アメリカ本土に輸送・販売している。アメ

リカでは，貯蔵期間延長を目的とした照射イチ

ゴも含めて，照射果実が約９００トン市販されて

いるといわれている。また，２００５年にはオー

ストラリアで照射された６トンのマンゴーがニ

ュージーランドのスーパーマーケットで試験販

売された。更に，２００６年２月１日には，米国

とタイの農業関係当局が放射線照射果実の貿易

について合意に達し，覚書に調印した。これに

より，マンゴー，マンゴスチン，パイナップル，

ランブータン，ライチ，ロンガンの６種類のタ

イ産の放射線照射果実の対米輸出に道が開かれ

ることとなった。同様に，同年春にインド産マ

ンゴーやメキシコ産果実についてもアメリカへ

の輸出が認められた。

５・４ その他の利用

１９７２年に馬鈴薯の γ 線照射が許可されて，
１９７４年１月から北海道の士幌で馬鈴薯の照射

が実施されている。農産物の発芽抑制を目的と

した放射線照射は，我が国の馬鈴薯照射をはじ

め韓国，中国，チリ，キューバなどで実施され

ている。特に，中国では大量のニンニクが放射

線照射されている。

薬剤を使用せずに冷凍した食品を殺菌できる

のは放射線照射しかなく，腸炎ビブリオ菌，サ

ルモネラ菌，コレラ菌などの病原菌の殺菌を目

的とした冷凍エビ，カエル脚の放射線照射が，

オランダ，ベルギーなどで実施されている。病

人食，宇宙食，キャンプ用食料などは無菌にす

る必要があり，放射線照射している国がある。

また，食品用包装容器の滅菌にも放射線が利用

されている。食品だけでなく飼料も放射線滅菌

による品質低下は小さく，SPF動物用飼料や

無菌動物用飼料の一部は２０―５０kGyの照射に

より放射線滅菌されている。実験動物用の飼料

の放射線滅菌は我が国をはじめ多くの先進国で

長年実施されている。

６． 我が国における経緯と現状

６・１ 馬鈴薯照射の実用化とボイコット運動

士幌での馬鈴薯照射は１９７４年の開始以降し

ばらくは順調に推移したが，１９７７年２月に一

部の消費者団体が照射馬鈴薯ボイコット運動を

起こし，連日新聞紙上をにぎわした。士幌の馬

鈴薯照射は，一般国民が食べる食品を照射した

世界で最初の例であった。そのため，我が国の

消費者は，世界中の誰も食べたことのない照射

食品を食べることに対して漠然とした不安を抱

表４ ISPM No．１８に記載された検疫害虫の殺虫最低線量
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いた。また，我が国は唯一の原爆の被爆国であ

り，潜在的な放射線アレルギーを有する国民は

放射線を照射した食品に対してもアレルギーが

あり，食品照射を推進することの困難さを認識

することとなった。農林省（現 農林水産省）

は端境期の馬鈴薯価格高騰の抑制を目的とした

馬鈴薯照射施設建設を支援しており，反対運動

が起こることなど予想もしていなかった。その

ため，日本政府は，このボイコット運動に大き

な衝撃を受け，食品照射を推進する機運が急速

に後退した。その結果，それ以降，食品照射ナ

ショナルプロジェクトの研究において健全性が

確認されているにもかかわらず，タマネギ，米，

小麦，ウインナソーセージ，水産練り製品，ミ

カンの照射が許可されることはなかった。

６・２ ベビーフード用乾燥野菜の違法照射事件

１９７８年９月に，愛知県の食品会社がベビー

フード用の乾燥野菜に放射線を照射していたと

して摘発された。食品衛生法により馬鈴薯照射

以外の食品照射は禁止されており，ベビーフー

ド用乾燥野菜の照射は食品衛生法違反である。

乳幼児用のベビーフード原料を違法照射したと

いう事件は，若い母親を中心に大きな不安を抱

かせ，食品の放射線照射に対する悪いイメージ

を国民に植え付けてしまった。更に，この事件

の判決において，「粉末野菜食品等原判示食品

に対する放射線照射の安全性は未だもつて確認

されていない段階にあると認めざるを得ない」

などという食品照射に対する反対意見を採択し

た内容が述べられたことは，関係者に食品照射

の推進の困難さを認識させる結果となり，食品

照射を推進する動きはほとんどなくなった。

６・３ 最近の動向

士幌農協の馬鈴薯照射に対する反対の動きも

活発ではないが続いており，また，加工品だけ

でなく生イモの輸入への関心も高く，現在では

馬鈴薯照射量は年間数千トンに減少している。

２０００年１２月に全日本スパイス協会は厚生省

に対して香辛料の照射を許可するように要望書

を提出したが，政府当局及び業界ともに食品照

射に不慣れなため，また消費者の反応を予測で

きないため，いまだに許可されていない。一方，

原子力委員会が２００５年１０月に策定した原子力

政策大綱において，食品照射について「多くの

国で食品照射の実績がある食品については，関

係者が科学的データ等により科学的合理性を評

価し，それに基づく措置が講じられることが重

要」と記述されている。原子力委員会は，その

フォローアップとしての具体的な取り組みとし

て，２００５年１２月に関係者の今後の検討に資す

るため，食品照射専門部会を設置し，食品照射

に関する現状等について調査審議を行い，２００６

年１０月に報告書をまとめた。その中で，文部

科学省，厚生労働省，農林水産省の他，研究者，

事業者等が，①食品安全行政の観点からの判断，

②検知技術の実用化，③食品照射に関する社会

受容性の向上のために行動する必要性がうたわ

れている。

７． お わ り に

食品照射は，その有用性，安全性が確認され

ているにもかかわらず，人類にとって歴史の浅

い技術である。そのため，消費者は感覚的に拒

否反応を示し，多くの国で反対運動が起こって

おり，有効に利用されていないのが実情である。

照射食品の必要性，有用性，健全性などについ

て正確かつ信頼できる情報をわかりやすく提供

し，国民の理解と信頼を得ることが肝要である。
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